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１ 総務局 23. 6.15

円

15,204

　平成23年３月30日、川崎区東田町８番地先

路上で、本市普通乗用車が走行中、車線変更

してきた被害者所有の小型乗用車に接触し、

破損させたもの

２ 環境局 23. 5.13

円

86,566

　平成23年１月11日、川崎区江川２丁目４番

13号先交差点で、本市中型ごみ収集車が、通

過しようとした際、左側から走行してきた被

害者運転の普通乗用車に接触し、破損させた

もの

３ 環境局 23. 5.18

円

85,805

　平成23年３月23日、麻生区高石４丁目15番

７号先路上で、被害者所有の小型乗用車が、

前方から走行してきた本市中型ごみ収集車を

避けようと左に寄った際、カーブミラーに接

触し、当該小型乗用車が破損したもの

４ 環境局 23. 5.30

円

420,000

　平成23年３月18日、高津区溝口６丁目２番

８号マンション構内で、本市中型ごみ収集車

が、集積所に着けようと後退した際、被害者

所有の集積所の扉に接触し、破損させたもの



５ 環境局 23. 6. 3

円

62,947

　平成23年４月19日、被害者宅先路上で、本

市小型ごみ収集車が、前方から走行してきた

車両を避けようと左に寄った際、被害者所有

の車止めポールに接触し、破損させたもの

６ 環境局 23. 6. 3

円

207,637

　平成23年５月２日、中原区小杉町３丁目2 4 5

番地先路上で、本市小型ごみ収集車が、集積

所に着けようとした際、駐車していた被害者

所有の普通乗用車に接触し、破損させたもの

７ 環境局 23. 6. 5

円

546,000

　平成23年１月10日、高津区久本３丁目２番

３号マンション構内で、本市中型ごみ収集車

が、集積所に着けようと後退した際、被害者

所有の集積所の扉に接触し、破損させたもの

８ 環境局 23. 6.15

円

20,538

　平成23年４月４日、多摩区生田１丁目１番

先路上で、本市小型浄化槽車が、電柱を避け

ようと右に寄った際、前方から走行してきた

被害者所有の普通乗用車に接触し、破損させ

たもの

９ 環境局 23. 6.27

円

29,737

　平成23年５月２日、高津区二子２丁目17番

５号先路上で、本市小型ごみ収集車が収集作

業中、回転パネルで圧縮された容器から汚水

が飛散し、自転車で走行してきた被害者の衣

服等を汚損させたもの

10 環境局 23. 7.19

円

71,550

　平成23年５月９日、多摩区宿河原３丁目22

番18号先路上で、本市職員が作業を終え、本

市小型ごみ収集車に乗車しようとドアを開け

た際、当該ドアが、後方から走行してきた被

害者運転の自転車に接触し、負傷させたもの

11
建設緑

政局
23. 5. 6

円

45,087

　平成23年３月20日、被害者宅先路上で、本

市軽ライトバンが、方向転換しようと後退し

た際、被害者所有の車止めポールに接触し、

破損させたもの

12
麻生区

役所
23. 6.27

円

182,922

　平成23年５月25日、麻生区王禅寺東５丁目

46番15号先駐車場で、本市道路パトロール車

が、駐車しようと後退した際、駐車していた

被害者所有の普通乗用車に接触し、破損させ

たもの

13 消防局 23. 6. 3

円

273,000

　平成23年４月２日、横浜市都筑区茅ケ崎中

央35番１号病院内駐車場で、患者を搬送中の

本市救急車が、被害者所有の天井のケーブル

ラックに接触し、破損させたもの



14

市民・

こども

局

23. 7.13

円

1,050,000

　平成23年５月14日、北部児童相談所敷地内

で、根元の弱っていた樹木が倒れ、隣接する

被害者所有の建物等を破損させたもの

15 環境局 23. 5.12

円

690,759

　平成22年１月13日、王禅寺処理センターの

煙突上部の踊り場にある排水口が詰まってい

たため、当該踊り場にたまったさびを含んだ

雨水が、強風により当該処理センターの周辺

に飛散し、被害者所有の次の物件を汚損させ

たもの

　建物の外壁等及び普通乗用車（被害者（ア））

　建物の外壁等及び普通乗用車（被害者（イ））

　建物の外壁等及び普通乗用車（被害者（ウ））

　建物の外壁等及び小型乗用車（被害者（エ））

　建物の外壁等及び普通乗用車（被害者（オ））

　普通乗用車（被害者（カ））

　建物の外壁等（被害者（カ）及び（キ））

　小型乗用車及びエアコン室外機等（被害者

（ク））

　建物の外壁等（被害者（ク）及び（ケ））

　建物の外壁等及び普通乗用車（被害者（コ））

　建物の外壁等及び小型乗用車（被害者（サ））

　小型乗用車及びエアコン室外機等（被害者

（シ））

　建物の外壁等（被害者（シ）及び（ス））

16 環境局 23. 5.15

円

391,228

17 環境局 23. 5.15

円

1,089,070

18 環境局 23. 7. 7

円

161,648

19 環境局 23. 7. 7

円

1,012,468

20 環境局 23. 7. 7

円

89,250

円

218,675

21 環境局 23. 7. 7

円

139,042

円

1,161,161

22 環境局 23. 7.15

円

471,567



23 環境局 23. 7.19

円

748,550

24 環境局 23. 7.20

円

82,846

円

92,767

25 環境局 23. 7. 7

円

805,350

　平成23年３月11日、被害者宅先で、道路下

に敷設されていた本市の工業用水道給水管が、

腐食により破損したため、噴き出した大量の

水が、被害者宅敷地内にたまり、被害者所有

のブロック塀を破損させたもの

26
建設緑

政局
23. 6.30

円

27,300

　平成23年２月15日、三田第２公園で、園内

の樹木が、積雪により折れて、隣接する被害

者所有の建物の屋根に当たり、破損させたも

の

27
建設緑

政局
23. 6.30

円

34,380

　平成23年２月28日、宮前区宮崎2 9 0番地先

丁字路で、被害者運転の小型乗用車が、左折

しようとした際、破損して車道側にはみ出し

ていた植樹帯の縁石に接触し、当該小型乗用

車が破損したもの

28
建設緑

政局
23. 7.11

円

2,480,183

　平成22年６月28日、被害者宅先市有地で、

簡易土留めが、大雨により損壊したため、流

れ出た土砂により被害者宅の雨水ますが詰ま

り、たまった雨水が、被害者所有の建物等に

浸水し、損傷させたもの

29
川崎区

役所
23. 7.19

円

296,741

　平成23年５月16日、田島ふれあい公園で、

本市職員が草刈り作業中、草刈機によって跳

ねた石が、駐車していた被害者所有の軽乗用

車に当たり、当該軽乗用車等を破損させたも

の

30
教育委

員会
23. 6.10

円

1,220,370

　平成22年３月３日、市立学校敷地内で、清

掃作業中、他の生徒がデッキブラシを振った

ところ、ブラシと柄を留めていたくぎが腐食

していたため、ブラシが柄から抜けて飛び出

し、被害者に当たり、負傷したもの
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